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実践者の省察的探究としての評価を支える実践研究の構造 
～福井大学教育地域科学部の取り組みを事例に～ 

 遠藤 貴広 

 「省察的探究としての評価（assessment as 
reflective inquiry）」。2012 年度はこの言葉が筆者
の研究のキーワードになっていた。きっかけとな

ったのは、2012 年 6 月 9 日に京都教育大学で行
われた教育目標・評価学会中間研究集会シンポジ

ウム『授業に活かす評価のあり方をめぐって』で

の報告である。報告依頼を受けた直後から、研究

者教員である自分が大学教育実践者として取り組

んできたことに根ざした独自の提案を行いたいと

考えていた。そして「協働的な省察的探究として

の評価―実践コミュニティの持続的発展の基盤―」

というテーマを掲げた。 
 発表内容は本稿第１節の通りである。しかしな

がら、このような整理に至る重要な契機となった

自身の実践について、上記シンポジウムではうま

く紹介することができなかった。2008 年度から４
年以上続けていた実践であったが、それを学外で

紹介する機会をほとんど持っていなかったためで

ある。 
 そんな中、2012 年 10 月 6 日に福井大学で行わ
れた日本教育方法学会 第 48 回大会 課題研究Ⅰ
『教職スタンダードの設定と教員養成教育の充実

―「教職実践演習」の実施に向けて―』で実践報

告を行う機会が得られたことは幸運だった。「教員

養成スタンダードと教職実践演習をどう利用した

か―協働の多様化と重層化による省察的探究の拡

大と深化―」というタイトルで、報告内容は本稿

第３節の通りであるが、発表会場が偶然、普段授

業を行っている教室であったこともあり、自信を

持って報告することができた。 
 この内容については、2012 年 12 月 1 日に福井
県国際交流会館で行われた第２回  日本キャリア
デザイン学会 北陸・新潟地区交流会 キャリア教
育シンポジウム『キヤリア教育の方向性と効果を

考える』でも報告する機会が得られ、「専門教育で

のキャリア形成支援―福井大学教育地域科学部の

教員養成カリキュラムを事例に―」というテーマ

を掲げ、キャリア教育の視点からも取り組みの意

味を問い直すことができた。 
 このような学会での報告の準備を進める中で、

また学会当日の議論を通して、素朴なアイデアが

徐々に整理されていった。そして、これまで見て

きた他の実践についても、この新たな視点で意味

付けができるようになっていった。本稿では、福

井大学教育地域科学部附属中学校での取り組みを

事例としたものを第２節に示しておきたい。 
 以上の内容については、2013 年 3 月 10 日に静
岡大学で開催された第３回  教科開発学研究会シ
ンポジウム『教科開発学を創る』でも、「教科の専

門性の問い直し―福井大学の取り組みを事例に―」

というタイトルでの報告の機会が得られ、教科の

視点からも取り組みの意味を考えることができた。

さらに、学内でも、たとえば 2013 年 2 月 15 日に
行われた平成 24 年度 教育地域科学部・教育学研
究科ＦＤ研修会『学生の能動的な学びの支援―学

部学生・教員全員に関わる授業科目について語り
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合い、学生に養う力を考える―』で、「教育実践研

究Ａ＆教職実践演習（通称「金２」）について」と

いうタイトルで報告を行い、専門の異なる学内教

員間で実践を振り返ることもできた。  
 一方で、この取り組みを進める中で大きな壁と

なるものもあった。たとえば、既存の授業評価シ

ステムである。本来は授業改善のために用いられ

るはずのものだが、既存のシステムのままでは授

業を矮小化する装置にもなりかねず、使い方を誤

れば、求められている大学改革の方向性に逆行す

る危険性も疑うようになった。本稿の最後、第４

節ではこの点に関わる問題提起をしておきたい。 
 

１．実践コミュニティの持続的発展を支える評価の構

造 

(1)日本の学校教育における学力評価論の動向 

 本節では、学校教育における評価を手がかりに、

新たな実践研究の視点を探りたい。ただし、一口

に学校教育における評価と言っても、その意味す

るところは広く多様である。そこで本節では、ま

ず子どもたちが学校教育を通じて培う能力として

の「学力」の評価をめぐる動向に焦点をあてたい1。 
 
①指導要録の改訂 
 日本の学校教育では 2008～09 年に学習指導要
領の改訂が行われ、学校現場ではこの新しい学習

指導要領の全面実施に向けた取り組みが進められ

ている。学力評価に関わっては、2010 年 3 月 24
日に中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程

部会から『児童生徒の学習評価の在り方について

（報告）』が出され、5 月 11 日に文部科学省初等
中等教育局から『小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び

指導要録の改善等について（通知）』が出されてい

る。 
 これまでの日本の指導要録では、「関心・意欲・

態度」「思考・判断」「技能・表現」「知識・理解」

の４観点で学習成果の評価を行うことになってい

た。しかし、2007 年に改定された学校教育法の第
30 条 2 項に「生涯にわたり学習する基盤が培われ
るよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとと

もに、これらを活用して課題を解決するために必

要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐ

くみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、

特に意を用いなければならない」という記述が盛

り込まれたことで、①基礎的な知識・技能、②こ

れらを活用して課題を解決するために必要な思考

力・判断力・表現力等、③主体的に学習に取り組

む態度の三つが学力の要素として共有されるよう

になり、これまでの４観点と齟齬が出ていた。そ

こで、2010 年改訂指導要録では、評価の観点が「関
心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」「知

識・理解」に改められ、学校現場では特に思考力・

判断力・表現力の評価をめぐる取り組みに衆目が

集まっている。より具体的には、知識・技能の「活

用」の様相をどのようなパフォーマンス課題とル

ーブリックで評価するか、また、思考・判断の結

果のみならず過程を評価するためにポートフォリ

オをどう運用するか等々、パフォーマンス評価や

ポートフォリオ評価をめぐる取り組みが実践上の

大きな課題となっている2。 
 
②「真正の評価」論 
 これら新しい評価方法の理論的背景には「真正

の評価（authentic assessment）」論がある。「真
正の評価」論は、現実世界で大人が直面するよう

な課題に取り組ませる中で評価活動を行おうとす

るもので、標準化されたペーパーテストばかりに

頼る姿勢を批判する中で登場した考え方である3。 
 標準化されたペーパーテストは、誰でも安定し

た形で採点ができるという点で便利である。ただ

し、そこで測られる学力は、記憶の再生を求める

ような低次の学力であることが多い。いくら授業

中の学習で高次の学力を育もうとしたところで、

それが評価されないとなれば、やがてそのような

力を培おうとはしなくなってしまう。そこで、思

考力・判断力・表現力といった高次の学力を評価

しているということが子どもたちにも分かる評価

の方法や規準・基準を設定する必要がある。 
 このような経緯で、「真正の評価」を具現化する

ものとしてパフォーマンス評価やポートフォリオ

評価に注目が集まったわけだが、実際の実施に当

たっては、標準化されたペーパーテストよりも時

間のかかる取り組みとなるため、運用面の問題か

ら普及に困難が伴ってきた。そこで、時間をかけ
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て取り組むに値する課題をどう設定するかが、実

践上の大きな課題となっている4。 
 
（2）能力概念の再定義 

 学力評価をめぐっては、学力や能力自体をどう

捉えるかも重要な論点となる。能力の捉え方が異

なれば、その評価の仕方も異なってくるからであ

る。 
 能力の捉え方に関して、最近日本の学校教育に

おいても新たな手がかりになりつつあるのが、

OECD の DeSeCo（Definition and Selection of 
Competencies）プロジェクトが提起したコンピテ
ンス概念である。日本で DeSeCo は、まず PISA
の理論的・概念的基盤として注目された後、学習

指導要領の「生きる力」の妥当性を説明するもの

として「キー・コンピテンシー（key competencies）」
が紹介された。こうして DeSeCo で選択されたコ
ンピテンシーに衆目が集まったわけだが、

DeSeCo で再定義されたコンピテンス概念につい
ての関心はまだ薄い。そこで起こりうるのは、新

しい能力が古い能力概念で評価されてしまうとい

う状況である。新しい能力概念を無批判に受容し

てしまうことには注意が必要であるが、少なくと

も DeSeCo のキー・コンピテンシーの育成を考え
る場合、「ホリスティック・モデル（holistic model）」
と呼ばれる DeSeCo独特の能力概念を踏まえた評
価方法を考える必要がある。 

 
要するに、DeSeCo によって採択されたコン
ピテンスの基礎的モデルは、複雑なデマンド

（需要・要求）と心理社会的前提条件（認知

的・動機づけ的・倫理的・意志的・社会的な

要素を含む）と文脈を、有能なパフォーマン

スや効果的な行為を可能にする複雑なシステ

ムに結合させるという点で、ホリスティック

で動的なものである。したがって、コンピテ

ンシーは行為や文脈から独立して存在するこ

とはない。それどころか、コンピテンシーは、

デマンド（需要・要求）との関係の中で概念

化され、ある特定の状況の中で個人が起こす

行為（意図、理由、目標を含む）によって顕

在化する。5 
 

 ここには、能力を、関係の中で働く、文脈依存

的な機能面から捉える傾向がある。それは、能力

を、個人が所有する、文脈独立的な実体として捉

えるアプローチとは一線を画するものである。上

の（ホリスティックな）見方に立てば、能力やそ

の構成要素となる知識・技能・態度をリストアッ

プし、それを文脈や状況から切り離してチェック

するという形の評価は成り立たない。ある行為が

どのような状況から引き起こされたのかを把握し

た上で、その背後でどのような能力が発揮され、

そこにどのような知識や技能や態度が機能してい

たのかを推測するという形でしか、能力を評価す

ることはできないということである。 
 ここで鍵となるのは、行為が引き起こされた状

況や文脈をどのように記述するかという点である。

それは、目の前の子どもの事実のみならず、その

事実が生み出された状況を、子どもの学びの脈絡

としてどう把握するかということでもある。この

点で手がかりとなるのが、日本で戦前から続く、

実践記録を媒介にした教育実践研究である。長期

にわたって子どもたちに巻き起こる事実をつなぎ

合わせて紡がれた実践のストーリーは、子どもの

学びの脈絡を明らかにしたものに他ならず、それ

を協働で吟味し、実践の意味を問い直していくプ

ロセスは、「学びの履歴」「学習経験の総体」とし

てのカリキュラムを評価することに他ならない6。 
 カリキュラム評価をめぐっては、「目標に基づい

た（goal-based）評価」と「目標にとらわれない
（goal-free）評価」の関係が問われることがある
が、実践終了後のカリキュラムの総括的評価とし

ては、まず「目標にとらわれない評価」が求めら

れる。目標達成に向けて効果的に進められた取り

組みに見えても、その目標自体が不適切なもので

ある場合があるからである。そこで、実践の評価

にあたっては、まず目標にとらわれずに実践の事

実に目を向けた上で、目標自体の妥当性を吟味す

ることが不可欠となる7。 
 
（3）学校改革における「真正の評価」の役割 

 以上は、学校教育を通じて個人に備わった能力

（学力）をどう把握するのかという点に関わる動

向であるが、学校教育における評価は個人の学力

を把握することにとどまるものではない。そこか
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ら、学力の形成を支えている教育活動の質を吟味

し、それを次の教育活動の改善につなげられて初

めて、本来の教育評価となる。学校教育における

評価であれば、それが学校改革にどのような役割

を果たしているかが重要な論点となる。  
 先述の「真正の評価」に向けた評価改革を行い、

それが多くの学校改革と連動して独自の発展につ

ながった事例として、以下、米国エッセンシャル・

スクール連盟（Coalition of Essential Schools）
の取り組みに注目したい。同連盟は 1984 年にセ
オドア・サイザー（Theodore R. Sizer）が創設し
た中等学校改革支援組織で、同連盟独自の共通原

則（Common Principles）のもとに加盟校それぞ
れが学校改革を進め、全米各地の拠点校・地域セ

ンターを中心にしたネットワークにより、加盟校

同士の改革が支えられている。連盟の共通原則の

中に「学習発表会による卒業証書（Diploma by 
Exhibition ）」 な い し は 「 習 得 の 披 露

（Demonstration of Mastery）」と呼ばれるもの
がある。それは、卒業研究発表会など、学習成果

を発表する場を通して卒業審査を行うもので、卒

業予定者には、そこで学校が求める技能と知識の

習得を披露することが求められる。この学習発表

会による卒業審査と、そこで用いられていたポー

トフォリオが、本物の学力を評価するものとされ、

後に米国で「真正の評価」の代表モデルとなって

いった。特に同連盟最初の加盟校の一つだったセ

ントラル・パーク・イースト中等学校（Central 
Park East Secondary School）での取り組みは広
く知られ、設立時（1985 年）の校長デボラ・マイ
ヤー（Deborah Meier）が 1995 年に刊行した学
校づくりの記録は、公立学校改革の先進事例を示

すものとしてロングセラーとなり、日本語版も出

版されている8。 
 連盟加盟校の学校改革事例に共通することとし

て9、まず、学習発表会という「真正の評価」の場

が、学校改革の梃子の一つとなっていたという点

が挙げられる。新たに求められる能力の形成に向

けて様々な教育課程改革が行われていながら、そ

れに合わせた評価の改革が行われず、学校改革が

進展しないという事例が多くあった。そんな中、

生徒による学習発表会やポートフォリオを修了認

定の要件に明確に位置づけるようになって、学校

全体で協働して取り組めるようになったという事

例が報告されるようになっている。 
 学習発表会という「真正の評価」の場はまた、

学校の教育システムを検討するときの起点となっ

ていた。学校改革を持続させることに成功してい

る学校の多くが、学習発表会を学校のアカウンタ

ビリティ・システムの中核に位置付け、標準テス

トの結果ではなく、学習発表会で見られる生徒の

パフォーマンスを検討することを出発点に、学校

の教育システムの検討を行っている。 
 学習発表会という「真正の評価」の場はさらに、

生徒たちの学習に関わる学校内外の人々をつなげ

る役割も果たしていた。特に職業系の高校におい

て当初、職業コースごとの、あるいは職業科目の

スタッフと学業科目のスタッフとの間での分裂が

問題となっていた。しかし、職業科目の教師と学

業科目の教師の両方が最終評価まで行わなければ

ならない卒業研究プロジェクトにより、多領域の

教職員が生徒のプロジェクトの指導をめぐって継

続的に協働せざるを得ない状況が生まれるように

なっていた。また、連盟加盟校の多くで、生徒の

作品や学習発表会での生徒のパフォーマンスの検

討が学校をまたいで行われ、これを素材に学校を

超えた教育議論が具体的に行われるようになり、

それが学校内の協働も促していた。 
 こうして見ると、「真正の評価」と呼ばれるもの

でも、それが学校改革の装置として有効に機能し

ていたのは、実施される評価課題の状況が現実世

界の文脈に近かったからというよりも、むしろ、

その評価方法がその学校の教育実践に関わる人々

をつなぎ、生徒の実際のパフォーマンスから学校

の教育システムを検討することに寄与していたか

らであることが分かる。学校改革にとっては、「真

正の」課題で見られる生徒のパフォーマンスその

ものよりも、むしろ、そこから学校の教育システ

ムを検討し、それが学校の教育実践に関わる人々

をつなぐ原理になっていたことが重要である。し

たがって、「真正の評価」による学校改革を考える

場合、実施される評価課題の状況が現実世界の文

脈に近いかどうかということを問うことよりも、

むしろ、学校の教育システムを検討する装置とし

て有効か、そして、学校内外での協働を促す装置

となりえているかを問うことが重要なのである。 
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（4）評価改革の持続可能性 

 学校改革において以上のような役割を果たしう

る「真正の評価」であるが、実際の実施・運用に

あたっては様々な困難を伴い、評価改革自体が持

続せず、学校改革も破綻してしまうという事例が

後を絶たない。そこで、本節では、米国において

州テスト政策に対抗しながらも、前述のエッセン

シャル・スクール連盟の地域センターの一つとし

て草の根の発展を持続させているニューヨーク・

パフォーマンス・スタンダード・コンソーシアム

（NYPSC: New York Performance Standards 
Consortium）（以下、NYPSC と略記）の取り組
みを例に、評価改革の持続可能性をめぐる実践上

の論点を確認することにしたい10。 
 NYPSCはニューヨーク州内の公立高校 28～30
校のネットワークによって成り立つコンソーシア

ムで、1998 年には現在の形で結成されている。加
盟校は前述のエッセンシャル･スクール連盟にも

関わるスモール・スクールで、「学習発表会による

卒業証書」ないしは「習得の披露」と呼ばれる同

連盟の共通原則にも則る形で、高校卒業前にパフ

ォーマンス評価課題（PBATs: performance-based 
assessment tasks）の遂行を生徒に求めている。
このパフォーマンス評価は、ニューヨーク州学習

ス タ ン ダ ー ド （ New York State Learning 
Standards）も満たしながら、①文学分析エッセ
イ、②社会科研究論文、③独自の科学実験、④高

等数学の応用の４つの課題で実施されている。 
 この NYPSC の取り組み事例を手がかりに、評
価改革の持続可能性をめぐる実践上の論点として

指摘したいのは、次の４点である。 
 １点目は、大規模テストのスコアよりも強力な

学校独自のエビデンス（証拠資料）をどのように

示し続けられるか、という点である。NYPSC で
は、ニューヨーク州統一試験として高校生に課さ

れる教科すべてに対し、パフォーマンス評価課題

を設定し、そこで生み出された作品と評価結果を

提出できる状態にしている。これがテスト･スコア

に優る強力なエビデンスとして機能しなければ、

同コンソーシアムの取り組みも容易に州テストの

スコアに基づいたアカウンタビリティ･システム

に絡め取られてしまう。 
 ２点目は、学習活動としても意味ある評価課題

をどう設定し、それをカリキュラムにどう位置付

けられるか、という点である。NYPSC では、文
学分析エッセイ、社会科研究論文、独自の科学実

験、高等数学の応用といった、それ自体が学習活

動としても意義深いパフォーマンス評価課題が準

備されている。しかも、それを学校のカリキュラ

ムに位置づけることを可能にするために必要とな

る構成要素11が、全加盟校に必要条件として求め

られている。 
 ３点目は、学校をまたいで実際の生徒の作品事

例を共有し、評価過程や評価結果の調整を行うモ

デレーション（moderation）活動を、学校におけ
る実践研究の年間サイクルにどう位置づけられる

か、という点である。特にパフォーマンス評価で

は、信頼性の確保にモデレーション活動が欠かせ

ない。しかしながら、激務が続く学校現場で新た

にモデレーション活動を設定することは極めて難

しい。そこで、教師としての力量形成にも寄与し

ていることを実感しながら、学校の年間サイクル

にモデレーション活動をどう位置付けられるかが

鍵となる。NYPSC では、教師によるモデレーシ
ョン研究がコンソーシアムの恒例行事になってお

り、これが各学校のカリキュラム評価と教職研修

につながっていることが明確に意識されている。 
 ４点目は、スタッフが入れ替わってもシステム

が持続する重層的な協働構造をどう構築していけ

るか、という点である。NYPSC では、教師によ
るモデレーション研究を通じて、生徒のパフォー

マンスの協働検討が、学校内の教員間だけでなく、

学校をまたいだ教員間でも行われている。それは

パフォーマンス評価の信頼性の確保につながって

いる一方で、コンソーシアム内の学校間の連携も

促している。このようなコンソーシアムの学校内

および学校間連携は、教員のみならず、保護者の

間にも組織されている。NYPSC では、加盟校の
生徒の親を母体に保護者連盟（Parent Coalition）
が組織され、保護者も州テスト政策に対抗する運

動を展開しており、それがコンソーシアム加盟校

の教員による草の根の取り組みの支えになってい

る。このようにコンソーシアム内に重層的な協働

構造が成り立っているわけだが、NYPSC はエッ
センシャル･スクール連盟の地域センターとして、

他州の連盟加盟校やセンターとも協働関係にある。
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さらに、NYPSC パフォーマンス評価審査委員会
（Performance Assessment Review Board）とい
う独自の外部評価者の存在により、コンソーシア

ム加盟校内の教員間、コンソーシアム内の学校間、

エッセンシャル･スクール連盟内の学校・ネットワ

ーク間とはまた異なる層から、実践の省察と協働

を支える構造を成り立たせている。 
 その他、NYPSC が置かれた状況独特の問題が
あるが、少なくとも以上４点に応えられる実践を

どう展開できるかが、評価改革を持続させるため

の鍵となる。 
 
（5）協働的な省察的探究としての評価へ 

 教育改革の持続可能性をめぐって、学校教育に

おける評価論では、総括的評価や評定を前提とし

た「学習の評価（assessment of learning）」から、
診断的評価や形成的評価を強調した「学習のため

の評価（assessment for learning）」へ、さらに
省察や自己評価やメタ認知を強調した「学習とし

ての評価（assessment as learning）」へと、研究
の焦点が拡張しつつある12。しかしながら、今日

「評価の時代」や「評価社会」といった言葉の中

で象徴される評価は、「学習の評価」以前の測定

（measurement）や監査（audit）に近い場合が
ある。それは、学習や教育の主体者の価値判断を

尊重したものでもなければ、学習者の行為に寄り

添ったものでもない。そこで本稿の終わりに、社

会教育における評価にも通ずる視点として､「学習

としての評価」の延長線上に「協働的な省察的探

究としての評価」という方向性を確認して、教育

評価をめぐる今後の展望としたい。 
 省察的探究（reflective inquiry）は、省察的思
考の視点から探究の理論を提起したデューイ

（John Dewey）の思考論 13を中心に、ショーン

（Donald Schön）による専門職実践の認識論14と、

フレイレ（Paulo Freire）による「意識化」の考
え方15を援用したもので、専門職教育の一つの基

軸になりつつある16。本稿でこの点の理論的検討

はできないが、どの分野でも、自分たちが取り組

んできたことを振り返って、その意味を問い直す

際に、自分の思考の習慣を問い、実践での認識の

仕方を問い、そして自分が置かれている状況を問

うことが学習に求められている。 

 今後、この省察的探究のプロセスを評価過程と

してどのように位置づけられるかが重要なポイン

トになるわけだが、そこには異質な他者との協働

も欠かせない。自分一人ではもちろん、たとえ集

団であっても、集団内の同質性が高ければ、自分

の思考の習慣を問うことも、実践での認識の仕方

を問うことも、そして自分が置かれている状況を

問うことも難しいからである。長期にわたる実践

のプロセスを他分野の実践者と協働で深く吟味す

る場を、評価の場としてどのように成り立たせる

ことができるかが、実践コミュニティの持続的発

展を考える上で肝要となる。 
 たとえば福井大学で毎年２回開催されている実

践研究福井ラウンドテーブルは、学校教育や社会

教育を始めとする多様な分野の実践者が集まり、

それぞれの長期にわたる実践の展開を多角的に検

討し、実践者それぞれが新たな展望を見出す機会

となっている。これと類似の構造を持った場は、

福井県内外の教育現場での実践研究で確実に増え

つつある17。特に専門職として学校教育に携わる

教員の養成と研修をめぐっては、すでに福井大学

の教職大学院の合同カンファレンスと教員免許状

更新講習が、先のラウンドテーブルと同型構造を

なした形で実践が展開している18。 また、福井大
学教育地域科学部学校教育課程においても、教職

入門（１年生）、介護等体験事前・事後学習（２年

生）、教育実習事前・事後学習（３年生）、そして

2013 年度新設（福井大学は 2011 年度に開設）の
教職実践演習（４年生）の枠組みを利用しながら、

通年で全コース全学年が集まる授業が設定され、

４年間にわたる教職課程で実践し学んできたこと

の意味を、学年とコース（専門教科）の異なる多

様なチームで幾度も問い直すサイクルが確立して

いる。この点については、教員養成スタンダード

を策定し、福井県教育委員会と合同協議を行う中

で、行政による研修とも方向性が共有され、教員

の養成と研修のさらなる連携が進められている。

また､重要評価資料として４年生が提出する最終

報告書「教職学習個人誌」とその報告会はすべて

の人に公開され､学校教育以外の人々も学生と直

接対話できる構造になっている。いずれも協働的

な省察的探究を促すことをねらったものである。 
 以下、福井大学教育地域科学部の附属中学校に
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おける教育実践研究、ならびに同学部学校教育課

程における教員養成カリキュラム改革を事例に、

省察的探究としての評価を支える実践研究の構造

を明らかにしたい。 
 

２．附属中学校における教育実践研究 

（1）教育実践研究の概要 

 福井大学教育地域科学部附属中学校（以下、「福

井大附属中」）では、「部会」と呼ばれる教員４～

５人のチームをベースに、通常時間割の枠内で授

業研究を進める時間が設けられている。どの部会

も、担当教科、担当学年、在籍年数が異なる教員

で組織され、特別な部会名はない。単に「Ａ部会」

「Ｂ部会」…といった呼び方がなされるだけであ

る。普段はこの部会の中で授業についての話し合

いが行われ、校内全教員が参加する教育実践研究

会も、各部会が提案を行うことが基本となってい

る。もちろん同一教科の教員や研究者が集まって

授業研究会を行うこともあるが、日常的には、担

当教科・担当学年を異にする教員のチームで授業

研究が行われる。 
 同校ではまた、教員全員が実践記録を書くこと

も、教育実践研究の柱に位置付いている。たとえ

ば６月上旬の教育研究集会で公開した授業の単元

を事例に、実践レポートが作成され、それが７月

下旬に校内で行われる夏季教育実践研究会で報告

される。ここでの報告・検討は、普段の部会メン

バーとは異なるグループで行われ、その中には多

様な分野の大学教員も加わる。８月以降、普段の

部会内でも実践レポートの検討が行われ、その

時々の教育実践研究会を踏まえて記述が編み直さ

れ、やがて研究紀要に掲載する実践記録の草稿と

なっていく。その原稿は、夏季教育実践研究会と

同様の形で３月下旬に行われる春季教育実践研究

会で再度報告・検討され、最終的な掲載原稿に仕

上がっていく。こうして何度も異なる視点での検

討を加えながら、全教員が毎年、実践記録を蓄積

している19。 
 同校ではさらに、同学部附属の小学校、幼稚園、

特別支援学校と合同研究会が毎年もたれる他、福

井大学教職大学院拠点校として、毎年２回開催さ

れる実践研究福井ラウンドテーブルで多くの教員

が実践報告を行っている。いずれも校種や業種の

異なるメンバーが集まるグループでの報告・検討

がベースとなるもので、普段の同学校・同校種の

教員集団による議論では出にくい視点での実践検

討が行われる。 
 
（2）教師の同僚性―その日本的特質 

 これは地方国立大学教員養成系学部附属の中学

校という極めて特殊な事例であるが、この中に教

師の同僚性について考える視点が多く盛り込まれ

ている。 
 同僚性とは、たとえば「相互に実践を高め合い

専門家としての成長を達成する目的で連帯する同

志的関係」20といった意味で広く知られている概

念で、日本にも同僚性に関わる先行研究は多い。

また、同僚性という言葉が知られるようになる前

から、職場の同僚と相互に実践を高め合うこと自

体は日本の学校現場でも広く行われ、その重要性

も認識されていた。 
ただし、この同僚性をめぐっては、そこに日本

独特の特質もある。この点に関わる先行研究もす

でに多く見られるが、本稿でまず確認しておきた

いのは、同質性を原理とする傾向である。 
 日本の学校では、同学校内の同教科ないしは同

学年の教員集団で実践が進められることが多い。

それは、教材･教具や指導法の共有という点では都

合の良いシステムで、これにより、その学校内の

教科ないしは学年共通の教材作り等を共同作業と

して行いやすくなる。 
 しかしながら、これが進行すると、場合によっ

ては同学年内ないしは同教科内の横並びが強化さ

れ、隣の教室と同じようにやることに意識が向け

られてしまうことがある。こうなると、教師の自

律的な判断は後退し、学校内での画一化が進む可

能性がある。また、その教材が他の教室でも同じ

ように使えるかといった点に意識が集中してしま

い、子どもたち一人ひとりがその授業で何を学ん

でいるかという点に目が行きにくくなってしまう

ことも起こりうる。 
 
（3）異質性を原理とする協働の同僚性 

 このような日本的特質の中、福井大附属中では、

異教科・異学年で、時には異校種・異業種で実践
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の検討が行われる構造が確立している。それは、

同教科・同学年での共同作業もあった上での協働

的な取り組みであるが、たとえば、どの教室でも

使える教材の開発という点では、時間の配分の仕

方として効率が悪い。それでも、この形で同校の

実践研究が持続しているのには理由がある。 
 同校の異教科・異学年・異世代の部会をベース

にした取り組みの場合、授業参観する教師は担当

教科が異なるため、一般的にその教科でどのよう

な教材が使われているかといったことに関する知

識は乏しい。そのため、教材・教具や指導法より

もむしろ、目の前の子どもがその授業で何をどう

学んでいるのかということについて、学習者に近

い視点で参観するようになる。これが、授業で用

いられた教材・教具や指導法よりもむしろ、そこ

で学ばれた教育内容に目が行く構造になる。また、

担当教科が異なると、ここでなぜこんなことを学

ばないといけないのかといったことを、授業で実

際に見られた具体的な子どもの姿から素朴に問う

ことになる。それは、その教科を学ぶ独自の意味

を根本から問うもので、教科の目的や理念に関わ

るものである。このような実践の検討が異校種・

異業種のメンバーでも行われれば、中学校で学ば

ないといけないことは何なのか、そもそも学校は

何をするところなのかといった、公教育の理念に

関わる根本問題も問われることになる。これが教

育実践の哲学的探究につながり、後の実践のため

の新たな基盤形成に寄与する。 
 このように、福井大学附属中では、異教科・異

学年・異世代・異校種・異業種といった異質性を

原理とする協働の同僚性によって、ユニークな実

践とその持続的発展を成り立たせている。それは、

同質性を原理とする共同の同僚性とは明らかに異

なるものである21。 
 
（4）実践者の省察的探究としての評価 

 指導と評価という側面に目を向けると、「目標に

準拠した評価」体制下で、適宜活動状況を点検・

確認し、目標の確実な実現に向けて後の活動を改

善・修正していく評価が繰り返される。同じ目標

に準拠して互いの活動状況を点検・確認しながら

共同歩調を取る場合、同質性を原理とする共同の

同僚性は効率的なものとなる。 

 しかし、「目標に準拠した評価」をより質の高い

状態で機能させようと思うと、準拠する目標自体

が妥当なものなのかを問う必要が出てくる。これ

が問われないと、妥当性の低い目標に向かって効

率的に活動が進められてしまうという状況が起こ

りうるからである。 
 前述の福井大附属中では、たとえば６月上旬の

教育研究集会で公開される授業について、同一教

科の教員や研究協力者が集まって授業案を検討す

ることは行われる。しかしながら、普段の部会を

ベースにした授業公開については、事前の綿密な

授業案検討はないまま行われ、参観者は授業者の

ねらいがよく分からない状態で授業を参観するこ

とになる。また、授業後の研究協議も、授業案に

ついての詳しい説明はないまま、各参観者が見た

子どもの事実を出発点に議論が進められる。授業

者が綿密に構想した授業案はあるが、その授業案

通りに授業が進んだかが問われることは少なく、

むしろ授業案で想定していなかったところでの子

どもの姿を手がかりに、教育内容や教材の新たな

価値が吟味される。こうして、授業者は、自分の

授業構想の仕方や授業中の判断の仕方を問い直す

ことになり、それが新しい視点での省察につなが

る。 
 また、単元終了後、単元を総括する形で書かれ

る実践レポートについても、その教科の目標に通

じていないメンバー同士で検討が行われることが

多いため、その教科の暗黙の了解に縛られない実

践の新たな問い直しにつながる。それは、学校外

のサークル等で行われる実践研究とはまた違った

視点での省察となる。さらに、実践レポートを読

む方も、他教科での取り組みを具体的に知る重要

な機会となる。 
 これらは「ゴールフリー評価」や「目標にとら

われない評価」と呼ばれるものに近いものだが、

この営みが、準拠する目標の質を高めるのに不可

欠であるのと同時に、実践についての省察的な探

究を深めるのに重要なものとなる。それは、実践

についての評価を、実践者の省察的探究として位

置付けた実践研究の方法論となるが、異質性を原

理とする協働の同僚性がないと実現し得ないもの

である。 
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（5）尊重し合う文化の醸成 

 これらは教師の自律的専門性よりもむしろ協働

的専門性を追求するものとなるが、同僚間で協働

するゆとりがない状態でこれが求められると、ま

すます協働しにくい状況に陥る。 
 福井大附属中では、部会で実践研究を進めるた

めの時間が通常時間割の枠内に位置付けられ、毎

週確実に続けられる形が整備されている。また、

教育研究集会や教育実践研究会も学校の年間行事

に明確に位置付けられ、それが１年間の実践研究

のリズムを生んでいる。同校では、同僚間で協働

するための時間が通常業務として位置付いている

のであり、これなしに教師の献身的な努力まかせ

に協働を求めるのは、多忙を極める学校現場では

酷なことである。 
 一方で、たとえ時間的余裕が確保されていたと

しても、自分と専門・興味・関心が異なる他者の

取り組みから学ぶことには根気がいる。既存の思

考の枠組みでは考えが及ばない状況に次々と追い

やられ、思考の枠組みの転換を余儀なくされるか

らである。これがより深い省察につながるわけだ

が、人によっては思考の枠組みを転換する回路を

遮断し、自分の枠組みに合わないものを見ようと

しなかったり、排除しようとしたりしてしまう。

こうなると、協働の実現はおろか、対立を深める

ことになりかねない。 
 こうして見ると、異質性を原理とする協働の同

僚性の構築に向けては、すべての取り組みの前提

として、専門・興味・関心の異なる者同士が互い

の取り組みを尊重し合う文化を学校の中にどう醸

成させられるかが最大の難題である。長い時間を

要する営みである。 
 

３．学校教育課程における教員養成カリキュラム改革 

（1）教員養成カリキュラム改革の特徴 

 2008 年 4 月、福井大学では教職大学院（大学
院教育学研究科 教職開発専攻）の開設に伴い、教
育地域科学部の学校教育課程における教員養成カ

リキュラムの改革も行われた22。それは次のよう

な特徴を有するものである（資料１）。 
① 全学年が協働して地域の実践コミュニテ

ィに参画しながら省察的に学ぶ。 

② 教育実習前に多様な実践・臨床経験を保

障することにより、１年次から実践を想

定した教職の学習を行う。 
③ 実践してきたことの意味を繰り返し問い

直す省察的探究のスパイラルをコア・カ

リキュラムに位置付ける。 
④ 全学年をまたいだ世代継承サイクルをカ

リキュラムに埋め込む。 
 それは、三つの実践コア科目「教育実践研究Ａ・

Ｂ・Ｃ」を軸にしたコア・カリキュラムによって

成り立っている。 
 一つ目の「教育実践研究Ａ」は、教職入門、介

護等体験事前・事後学習、教育実習事前･事後学習

を含み込んだ科目で、教員養成課程所属の全学生

が異コース（教科）異学年でチームを組み、授業

づくりや教育実践に関する協働探究を重ねる授業

である。教育実習の他に、附属学校等での授業参

観、介護等体験、模擬授業、教科教育での取り組

みの振り返り等もこの授業の中に位置付いている。 
 二つ目の「学習過程研究（教育実践研究Ｂ）」は、

「探求ネットワーク」と呼ばれるフレンドシップ

事業を中軸にした科目で、総合学習・特別活動・

組織学習の実習として位置付いている。5 月から
12 月の隔週土曜日に福井市内の児童・生徒が福井
大学に集まり、学生の企画・運営で長期にわたる

総合活動が行われている。それが大学の授業とし

ても構造化され、様々なカリキュラムの事例研究

が行われている。 
 三つ目の「学校教育相談研究（教育実践研究Ｃ）」

は、「ライフパートナー」と呼ばれるフレンドシッ

プ事業を中軸にした科目で、生徒指導・教育相談

の実習として位置付いている。それは、福井県内

の不登校・発達障害児を教育委員会と連携して大

学生が支援するもので、大学の授業では個別支援

の実習としてケース・カンファレンスが行われて

いる。 
 いずれも「しんどい」体験・実践・探究を伴う

ものであるが、やりっ放しにはしない。長期間に

わたって協働で取り組んできたことを長いスパン

で振り返り、そこでつかんだものを実践記録に綴

る。それを多様なメンバーで検討し、取り組んで

きたことの意味を協働で問い直す（そのため、原

稿は「すべて公開」が基本）。そこでの対話を手が
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かりに、実践記録を書き直し、報告書に残して蓄

積する。この報告書を通じて、経験が後輩に継承

され、時空を超えた協働探究を実現するためのカ

リキュラム構造が追求されている。 
 そこには実践者として次のような信念がある。

すなわち、深い学びには深い経験が必要である。

しかし、ただ体験を繰り返しているだけでは何も

学べない。人は体験したことを振り返り、その意

味を多様な視点から何度も問い直すことで、実践

について深く学ぶことができる。絶えざる経験の

再構成として教育を捉えるなら、再構成するに値

する強烈な経験が必要であり、その意味を多様な

視点で深く問い直す省察の積み重ねが必要である。 
 
（2）持続的発展のための新たな礎―「教職実践演

習」の開設 

 2011 年度に新設した「教職実践演習」は、この
取り組みの延長線上に位置付くものである。本学

部で「教職実践演習」は４年次通年で、１～３年

生が受講している「教育実践研究Ａ－Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

の授業と同時間・同教室で実施することを基本と

している。これにより、教員養成課程に所属する

全コース（教科）・全学年の学生が一堂に会する授

業を実現することが可能になった。ここで４年生

は、教職課程全体を振り返り、その意味を繰り返

し問い直すことを行うわけだが、この授業ではコ

ース（教科）と学年の異なるチームでの協働探究

が基本となっているため、別コース（教科）の１

～３年生が４年生の省察を支えることになる（資

料２）。 
 現代社会では、たとえば OECD の DeSeCo プ
ロジェクトにおいて、異質な人々からなる集団

（heterogeneous groups）で協働していくことが
キー・コンピテンシーとしても求められている。

しかし、日本の教員養成系大学・学部は概して学

生集団内の同質性が高い。本学部の場合、同コー

ス（教科）・異学年でのタテの関係と、異コース（教

科）・同学年でのヨコの関係は従来からあった。そ

こで本学部では、さらに学生集団内の異質性を高

めるために、異コース（教科）・異学年のナナメの

関係を多様に確保し、異質な人々からなる集団で

協働して省察的な探究を重ねる構造をより厚くす

るために「教職実践演習」の枠組みを利用した。 

 学部の教員養成カリキュラムをめぐっては、学

生が切実感を持って大学の授業に臨めないという

点も深刻である。たとえば本学部の学生の場合、

教科専門の弱さが問題点として指摘されることが

ある。しかし、それは教科に関する科目の単位を

増やして克服できるような問題ではない。たとえ

教科に関する科目の数が増えたとしても、学生が

それを学ぶ意味をつかめないまま受講を続けてい

れば、学生にとっても教員にとっても徒労に終わ

る。その科目を学ぶ意味は、教育実習を終えた後

でないと見出しにくいのだが、実習後に気づいた

のでは遅すぎるというジレンマがある。また、自

分が担当する教科をなぜ学ばないといけないのか

という点は、専門教科を同じにする者同士では問

いにくいというジレンマもある。そこで本学部で

は、教職課程の意味を問い直す４年生の省察を別

コース（教科）の１～３年生が支えることで、教

職課程の各科目で学ぶことの意味を１年生のうち

から４年生の切実な声を受けて考えると同時に、

自分が担当する教科を学ぶことの意味を公教育の

理念に照らして教科をまたいで繰り返し問い続け

るカリキュラム構造が追求されている。 
 ここにはキャリア形成支援としての意味合いも

ある。たとえば大学新卒者の採用選考にあたって

は、どの業種でも、大学の成績評点ではなく、大

学で学んだ中身を問うことが一般的になっている。

他方で、在学中に充実した体験をしていながら、

その意味を伝えられない学生が多いという状況も

ある。ここで重要になるのは、自分が取り組んで

きたことを振り返り、その意味を問い直し、人生

の物語の中に位置づけることである。ただし、そ

れは自然にできるものではない。同じ経験を共有

していない他者に伝えることを繰り返し鍛えてい

ないと実現しにくいものである。そこで、同じ課

程の学生集団でありながら、その集団内の異質性

を高める装置をカリキュラムに埋め込むことで、

自分が取り組んできたことの意味を、同じ経験を

共有していない他者に繰り返し伝える機会を保障

している。 
 
（3）新たなヴィジョンの共有―教員養成スタンダ

ードの策定 

 以上のような取り組みの背後には、教職を学習
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の専門職として再定義し、卒業後、生涯にわたっ

て学び続ける土台を築くこと、また、専門職とし

て学び合うコミュニティの一員として、互いの取

り組みを尊重し合い、そこから学び合うこと、さ

らに、公教育の担い手として、自身の取り組みを

パブリックなものとし、その意味を広く世に問う

ことといった理念がある。そして、このような理

念を実現しようと思うと、評価の枠組みにも大き

な転換が求められる。 
 ただし、このような理念や新たな評価観を、授

業担当者が構想しているだけでは改革は実現でき

ない。新たな教員養成のヴィジョンを、学内の教

員はもちろん、教員の採用と研修を担う教育委員

会とも共有する必要があった。そこで、このヴィ

ジョンを示すために本学部の「教員養成スタンダ

ード」を策定し、教育委員会との合同協議を通し

てヴィジョンの共有が図られた（資料３・４）23。 
 これに加えて 2011 年度末には、本学部の教員
養成課程のカリキュラム評価に資する資料として、

４年生作成の個人最終報告書「教職学習個人誌」

を載せた冊子『学びの専門職をめざして―教職課

程の意味を問い直す学生たち―（教職実践演習

2011 年度実施報告書）』を公刊した。「教員養成を
担う大学の教職員が学生に何を提供したのか」で

はなく、「教職課程で学生は何を学んだのか」「そ

の意味を学生はどう把握しているのか」を学生自

身の言葉で示した同書は、「学びの履歴」「学習経

験の総体」としてのカリキュラムの具体的な中身

を示す証拠資料となる。それは、採用試験合格率

や授業評価アンケート集計結果といった形で示さ

れる数値では把握できない質のものである。その

意味で同書は、教員養成カリキュラムの「真正の

評価（authentic assessment）」に向けた取り組み
に資する基礎資料となる。ここから新たな FD
（faculty development）が始まる。 
 同書はまた、学生が実際に書き記した言葉が蓄

積された歴史的資料（史料）となって、世代を越

えて継承され、時空を越えた対話も可能にする。

歴史的事実として学生の経験が記された同書は将

来、教員養成カリキュラムの歴史研究にも資する

ものとなる。 
 同書はさらに、すべての人に公開されることで、

本学部教職課程で取り組まれていることの意味を、

様々な分野の人々に広く問うことも可能にする。

これが、公教育の担い手を養成する教育課程の質

を保証するための重要基盤となり、アカウンタビ

リティ（説明責任）向上の土台になる。 
 
（4）授業評価との闘い―学生の声をどう受け止め

るか 

 本学部の「教育実践研究Ａ」「教職実践演習」の

ような複雑な構造を成した大人数の必修科目では、

学生による授業評価アンケートの総合評定は必ず

相対的に低くなる。特に、新たなカリキュラム改

革により前の学年と内容が変わると、この傾向に

拍車がかかる。実施・運用上の問題点も多くある

が、必修科目で選ぶ余地がないため、受講期間中、

学生は「しんどい」部分ばかりに目が行き、受講

中は必ず不満ばかりを口にすることになる（逆に

自分が選択した科目については、良い点に目が行

きやすい）。 
 これを恐れて、学生に無難なことしかしないと

いうことは容易に起こりうる。授業評価アンケー

トの評点が下がることを恐れるからである。ただ

し、それは単位の実質化を遠ざけることになりか

ねず、将来的に大学評価をおとしめることにもな

りかねない。 
 「教育実践研究Ａ」「教職実践演習」のような授

業で取り組んでいることの本当の意味は、就職後

のキャリア形成の中でようやく見出されるもので

ある。もし大学できちんと取り組まれていなけれ

ば、卒業後の学生が社会から不満を漏らすことに

なり、大学の社会的評価をおとしめることにもな

りかねない。ここに、学生の「未来の声」に応え

られないといけない、キャリア教育の難しさがあ

る。目の前の学生の「今の声」への応答の仕方に

ついては、慎重な構えが必要である。 
 学習個人誌のように、学生が在学中何を学んだ

かが具体的に綴られた記録や報告書は、高度専門

職業人養成を担う大学にとって、重要な教育評価

の証拠資料（エビデンス）となる。これが、数値

による評定では見逃されていた重要な視点を示す、

より妥当性の高い評価につながるため、既存の評

価の枠組みに学習個人誌のような報告書をエビデ

ンスとしてどう位置付けられるかが、今後の成否

を左右する。 
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 また、これからさらに取り組みを進展させる上

で、学習個人誌の報告会の聴き手に、授業担当者

以外の多様な人材を多数確保することも重要であ

る。2011 年 12 月 16 日に行われた教職学習個人
誌報告会では、本学理事・客員教授・非常勤講師・

他大学教員から協力者が得られたが、まだ数が少

なく、「私の報告も聴いてもらいたかった」という

学生の声も多く聴かれた。聴き手の層が広がれば、

取り組んできたことの意味をより広い社会の視点

から問い直すことができ、広い視野からのキャリ

ア展望にも寄与することになる。 
 さらに、このような機会を通じて、学部で取り

組んでいることとその意味を、様々な分野の関係

者と共有することも重要である。そこには、学生

の魅力を採用選考前に知ってもらうことで、新た

な就職先の開拓に寄与するという側面もある。地

域社会の多様な人々と学生がつながり、信頼を得

ることで、就職後の働きやすい地域社会の形成に

寄与する。これが同時に、地域と協働した大学教

育の充実にも寄与することになる。 
 
（5）省察を支える教員の協働構造―反省の強要を

避けるために 

 教員免許状更新講習における「教職についての

省察」と同様、教員養成課程における「教職実践

演習」においても、「省察」と称して、無理矢理こ

れまで取り組んできたことの悪い部分を取り出し

て改めさせるということが起こりうる。それは反

省の強要であって、省察とは全く異質のものであ

る。そこで、反省の強要を回避しながら省察を支

えるための実践構造をどう実現するかが、教育方

法上の課題の一つとなる。 
 「教職実践演習」については、４年生をコース

毎に小さなグループに分け、教員が学生一人ひと

りを細かく丁寧に指導していくことが、運用上負

担が少なくて済む。本学部でもこの形態を求める

声は確実にある。しかし、あえて実施上困難を伴

う異コース異学年の「クラスター」をベースに実

践を行っている。それが学生の省察的探究に果た

す役割については前述の通りであるが、他方で、

ここに編み込まれた大学教員の構造も重要である。 
 本学部で金曜２限目に行われている「教育実践

研究Ａ」「教職実践演習」の授業には、教職大学院

の教員も全員関わっている。これにより、どのク

ラスターにも専門の異なる研究者教員と実務家教

員が配置され、専門・経歴・立場の異なる教員が

チームを組んで学生の探究・省察を支える協働構

造が成り立っている。 
 担当教員一人ずつの少人数クラスの場合、その

教員の視点は学生の中で絶対化しやすく、学生の

思考の自由を奪う危険性がある。他方、本学部の

ように、専門・経歴の全く異なる教員がチームで

より多様な大人数のクラスターを担当する場合、

学生一人ひとりを細かく丁寧に指導するというこ

とは難しくなる。また、クラスター内にいる同じ

学生の探究の成果に対して、教員間で異なる解

釈・意見が示され、学生は教員からの指示を素直

に受け取ることが難しくなり、教員に対して大き

なストレスを抱えることになる（これが授業評価

アンケートの評点を下げることにもつながる）。 
 しかし、この構造により、特定の教員の指導に

学生が従順に服従することはなくなり、教員が示

す解釈・意見も相対化される。教員の指示に純朴

に従うことができない不安定な状況に、学生は自

律的に判断することを繰り返すことになる。これ

が、学生による協働探究の原動力にもなる。 
 他方で、この構造は教員にとっては大きなプレ

ッシャーとなる。自分が示した解釈・意見が学生

の議論の俎上に載せられてしまうからである。し

かし、これが教員の省察的探究を促す。なぜその

ような判断をしたのかを、切実に問い直さざるを

得なくなるからである。結局、教員養成を担う大

学教員としてこの覚悟を決められるかどうかも、

改革の成否を左右することになる。教員養成スタ

ンダードも、この覚悟を世に問うものとなる。 
 

４．問われる授業評価の質—何のためのアクティブ･ラ

ーニングか 

 2012 年 8 月 28 日に中央教育審議会から『新た
な未来を築くための大学教育の質的転換に向けて

―生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大

学へ―（答申）』が出された。 
 同答申でまず注目されたのは、学修時間の実質

的な増加・確保である。それは、日本の大学生の

学修時間が少ないことを問題視したもので、「学生
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の主体的な学びを確立し、学士課程教育の質を飛

躍的に充実させる諸方策の始点として、学生の十

分な質を伴った主体的な学修時間の実質的増加・

確保が必要である」と謳われた。 
 大学設置基準が想定している学修時間は「１単

位＝45 時間＝（授業１時間＋関連する学修２時間）
×15 週」である。たとえば週１コマ２単位の授業
の場合、「関連する学修」のための時間を授業時間

以外に１コマあたり週４時間は確保する必要があ

る。まず、この時間を実質的にどう確保している

かが問われることになる。 
 同基準ではまた、１日８時間、１週 48 時間、
１学期 720時間という学修時間も算定されている。
ただし、それは１学期あたり 16 単位という想定
で算出されたものである。そこで、履修単位を１

学期あたり 16 単位に近づける努力として、１学
期あたりの履修可能単位数をどう制限するかも問

われることになる。 
 このように１単位あたりの学修時間の量的拡大

が図られているわけだが、それは「学生の主体的

な学びを確立し、学士課程教育の質を飛躍的に充

実させる」ための必要条件として提起されている。

すなわち、学修時間の実質的な増加・確保がまず

必要である一方で、本当に問われるべきは学修時

間の中身・質だということである。そこで改めて

求められるようになったのが、「教員と学生が意思

疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互

に刺激を与えながら知的に成長する場を創り、学

生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能

動的学修（アクティブ・ラーニング）」である。そ

れは「個々の学生の認知的、倫理的、社会的能力

を引き出し、それを鍛えるディスカッションやデ

ィベートといった双方向の講義、演習、実験、実

習や実技等を中心とした授業」を求めるもので、

「学生は主体的な学修の体験を重ねてこそ、生涯

学び続ける力を修得できる」とされている。 
 ただし、このアクティブ･ラーニングは、上記の

ように授業時間中の学習形態や指導過程を変える

だけで成り立つものではない。「授業のための事前

の準備（資料の下調べや読書、思考、学生同士の

ディスカッション、他の専門家等とのコミュニケ

ーション等）」や「事後の展開（授業内容の確認や

理解の深化のための探究等）」が実質的に組み合わ

されて初めて成り立つものである。そして、この

事前準備と事後展開の時間を確実に保障するため

に、学修時間の実質的な増加・確保が求められて

いるのである。 
 一方で、教育方法上注意すべきは、「ディスカッ

ション中心の授業にすれば、それでいい」として

しまう風潮である。ここで問われるべきは「何の

ためのアクティブ･ラーニングか」という点である。

社会の仕組みが大きく変容し、これまでの価値観

が根本的に見直されつつある現代に生き、社会に

貢献していくには、「想定外の事態に遭遇したとき

に、そこに存在する問題を発見し、それを解決す

るための道筋を見定める能力」が求められるとさ

れている。また、学士課程教育に対する企業のニ

ーズと大学の教育面での注力点とを比較すると、

特に「チームで特定の課題に取り組む経験をさせ

る」、「理論に加えて、実社会とのつながりを意識

した教育を行う」といった点で重要性の認識に隔

たりがあることも指摘されている。こういった現

代社会に対する状況認識を受けて、アクティブ･

ラーニングが大学の学士課程教育で求められるよ

うになっていることを確認しておきたい。 
 最後に、ここで提起されたものを本気で実現し

ようと思えば、授業評価の方法も根本から変えな

いといけないことも指摘しておきたい。たとえば

「想定外の事態に遭遇したときに、そこに存在す

る問題を発見し、それを解決するための道筋を見

定める能力」の形成を目指すのであれば、そのよ

うな能力の形成に授業がどう寄与したかを問う授

業評価でなければならない。それは「授業中の説

明は分かりやすかったか？」といったことを学生

にアンケートで問うことで評価できるものではな

い。そのようなアンケートはむしろ、アクティブ･

ラーニングによって実現が目指される新しい能力

の形成を阻害するものとなる。求められているの

は、表面的な探索ではほとんど「意味が分からな

い」複雑な状況の中で「しんどい」苦労を重ねな

がら、チームで協働して探究すべき問題を見いだ

し、何が正解かも分からない不安定な状態の中で

解決の道筋を学生自身が見定めようとすることだ

からである。この点を看過し、「授業評価」と称し

て満足度調査アンケートのようなものを繰り返せ

ば、学生も教員も皆満足しながら、確実に生涯学
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び続け主体的に考える力を失っていくことになる。

大学教員の実践者としての評価能力が問われてい

る。 
 
付記 

 本稿は、次の４論考を統合・再構成したもの

である。①遠藤貴広「実践コミュニティの持続
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東洋館出版社、2012 年、46-57 頁）、②遠藤貴
広「教師の同僚性」（『指導と評価』第 58 巻 12
号、2012 年 12 月、22-24 頁）、③遠藤貴広「教
育地域科学部における教員養成カリキュラム

改革の現状―教職実践演習の開設と教員養成

スタンダードの策定―」（『福井大学高等教育推

進センター年報』第 2 号、2012 年、3-12 頁）、
④遠藤貴広「何のためのアクティブ･ラーニン

グか―問われる授業評価の質―」（『福井大学
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資料３ 

 

福井大学 教育地域科学部 教員養成スタンダードの理念 

 

 スタンダード（standard）という言葉は現在、基準や標準という意味で用いられることが多いですが、元々は

軍隊の集結地点を示す旗を意味する言葉でした。スタンダードは本来、皆が目指すべき旗印となるもので、実践や

活動の拠り所となるものです。 

 福井大学教育地域科学部の教員養成スタンダードは、本学部で教員免許取得を目指す学生が、教師になるにあた

って目指すべき目標と、その目標に向かって行われた学習の成果を評価するための基準を明確化したものです。本

書に示された教員養成スタンダードには、新しい学校教育と教師、そして専門職としての教師の能力と学習の評価

に関する大切な理念が埋め込まれています。 

 

新しい学校教育のデザインと教師 

 大人が自ら学び自ら考える力を発揮し、異なる考えの人々と対話し、激しい変化の中で方向性をしっかり定めて

進んでいく。あらゆる重要な事柄が、すべての人が参加できる開かれた対話の空間において、その事柄に関心を共

有する人々によって判断され遂行される。21 世紀はそんな時代になりつつあります。 

 21 世紀の学校教育は教師だけが担っていくのではありません。また、学校だけが教育を担っていくのでもあり

ません。教師、保護者、地域の市民、様々な専門職といった、まさに地域の教育に共通して関心を持つ人々が、関

心の輪を創り出しながら連携し、地域が一体となって人づくりを支えていくのです。 

 ただし、このことは、21 世紀における学校教育の役割が小さくなるということを意味しているわけではありま

せん。学校教育は、すべての人に開かれた公教育を担う中心的な存在として、ますます重要になります。 

 このとき、学校教育を中心的に支える教師は、自ら学び自ら考える子どもを育てる探究的な授業やカリキュラム

を日々創り出すと同時に、教育に関する様々なネットワークの結び目を創り出していく存在としても活躍すること

が重要となります。これからの時代の教師には、まず、探究・実践と省察を繰り返し、生涯にわたって学び続ける

こと、また、重要な事柄に関する深い理解の源泉となる学識を形成すること、さらに、同僚、保護者、地域の市民、

他の専門職と連携し協働することが、その力量として求められるのです。 

 

福井大学教育地域科学部の教員養成カリキュラムの特徴 

 このような力量を形成するために、福井大学教育地域科学部における教員養成カリキュラムは、以下のような特

徴を持って構成されています。 

 第一に、公教育の担い手としての教師を育てるという使命のもと、幅広い専門領域のスタッフが協働して支えて

いることです。多様な教科内容領域を専門とするスタッフ、教科教育を専門とするスタッフ、教育学を専門とする

スタッフが、まさに公教育を担う教師として、それぞれの専門領域を超えて、近年の重要課題の解決過程への参加

を目指す新しい授業やカリキュラムを開発しています。さらには、地域づくりの専門職を育てる地域科学課程のス

タッフとも協働し、学校教育課程の学生と地域科学課程の学生がともに参加する活動を組織することで、地域の視

点から学校教育を考えられるよう支援しています。 

 第二に、学部の早い段階から、子どもたちの成長と発達を促す協働的な実践に参加することです。本学部の教員

養成カリキュラムにおいては、「教育実践研究 A（教職入門、介護等体験、教育実習）」、「教育実践研究 B（学習過

程研究：探求ネットワーク事業）」、「教育実践研究 C（学校教育相談研究：ライフパートナー事業）」といった実践

科目群がコア科目として１年次から位置づいています。協働的に実践し省察するコミュニティに参加すること、ま

た養成段階に特有の実践経験を積むことによって、協働で実践する状況の中で省察し学び続けると同時に、より切

実さをもって必要な学識を形成していくことになります。 

 第三に、先輩たちが自身の学びの履歴を残し、それを後輩たちに伝えていく世代継承サイクルを実現しているこ
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とです。たとえば、教育実習前に大学において行われる先輩の模擬授業に後輩が生徒役として参加する、また、１

年時から異学年で様々なブロックを作って地域の子どもたちと一緒に長期間活動する、さらに、通常の授業におい

ても、１年時から４年生までが異コース異学年のチームを形成し、協働探究を重ね、そこで取り組んだことの意味

を多様なメンバーで繰り返し問い直すといったことを行っています。そして、すべての学生が、大学で学んだ成果

をまとめ、自身の成長の足跡を残していく「学習個人誌」を作成・公刊しています。この学習個人誌は後輩たちが

読み、協働探究の成果や経験が後の世代に受け継がれていきます。 

 

新しい評価へ 

 福井大学教育地域科学部の教員養成カリキュラムにおいて育まれている能力は、従来の標準化されたペーパーテ

ストに見られるような、個別的な知識や技能の有無をチェックするという方法では評価することができません。そ

もそも、専門職としての教師の能力は、そのような方法で評価すべきではありません。 

 私たちは人間の能力を、複数の知識や技能や態度が組み合わされて状況に応じて発揮されるもの、新しい状況の

中で何度も使い直されることによって全体的に習熟されていくもの、そして個人に宿るだけでなく集団の人間関係

の中で発揮されるものと捉えています。そして、このような能力は、一人では解決できないような難しい課題を協

働で探究するような学習の中で育まれるものであると考えています。 

 したがって、教師に必要となる能力の評価は、第一に、探究を支援する機能を持っている必要があります。一人

では解決できないような課題に向かっていく協働的な探究は、試行錯誤し、時には失敗しながら進んでいくもので

す。しかし、試行錯誤だけでは探究は進んでいきません。大切なことは、要所で自身の学習の過程を振り返り、学

び直し、まとめ直し、そしてその意味を問い直すことを通して、次の新たな探究をデザインすることです。評価は

探究や学習を促進するための道具であるのはもちろん、評価自体も探究や学習の重要な柱なのです。 

 このような評価は、第二に、能力が育まれた状況を豊かに表現するものである必要があります。どのような目標

を目指した学習なのか。また、どのような状況において、どのような課題に向かい、どのように解決したのか。さ

らに、どのような環境や集団の中で学習を進めてきたのか。これらの情報が豊かに残された記録は、厳密な体制の

もとで行われたテストよりもはるかに能力の育ちを読み手に伝えてくれます。また、能力が育まれた状況そのもの

を吟味することにもなります。つまり評価は、目標と学習そのものを問い直す道具でもあるのです。私たちは、先

に述べた学習個人誌が、まさにこれら評価の二つの機能を担うものであると考えています。 

 

 以上のような考えに基づいて、私たちは福井県教育委員会と協議を重ねながら、教員養成を担う学部として共通

スタンダードとコース別スタンダードという二種類の教員養成スタンダードを策定しました。いずれのスタンダー

ドも、これからの時代の教師に求められる能力を目標として掲げ、その目標に向かって行われるべき学習経験を保

障し、その証拠となる学習成果物を組織するという理念に貫かれています。 
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資料４  平成 24 年度 福井大学 教育地域科学部 教員養成スタンダード 共通 
 

【Ａ】本学部の教員が共有すべき使命 
1．公教育の担い手としての自覚を持った教師を育てる。  
2．子どもが社会の一員として主体的に生きていけるよう，子どもの学習・発達を支援する教師を育てる。  
3．多様な人々と協働し，社会と教育の受け手に対する応答責任を果たす教師を育てる。  
4．生涯にわたって省察的に学び続ける教師を育てる。  
5．学識に支えられた指導力を発揮する教師を育てる。  

↓↑  
【Ｂ】本学部の学生が目指すべき目標 
1．学習の専門職として生涯にわたって学び続ける土台を築く。  
2．実践コミュニティの一員として，他者と協働し，他者の実践事例や自身の実践から学ぶ。  
3．活動的で協働的な学習を子どもたちが行うことができるよう，適切な学習環境・生活環境をつくりだす。  
4．教科の特性に応じた問題解決的な学習を子どもたちが行うことができるよう，教科固有の様々な方略を理解し用いる。
5．担当する教科における重要な概念と探究の方法を子どもたちが学習していくプロセスを理解しており，子どもたちがそ
れらを学ぶことで知的・社会的・個性的に発達するよう支援する。  

6．担当する教科における重要な概念と探究の方法を理解しており，子どもたちがそれらを意味あるものとして学ぶことが
できるような経験をつくりだす。  

7．教育目的・教育内容・子ども・地域社会に関する知識に基づいて，教科と教科外活動における長期に渡る探究的な学習
を支える指導と評価の計画を立てる。  

8．子どもたちが民主的に集団活動を運営する実践的能力を発達させるよう，様々な文化的活動や集団活動をつくりだす。
9．子どもたちが生き方を模索するプロセスを理解しており，平和で民主的な社会のあり方と人間らしい生き方について理
解を深め，個性的に発達するよう支援する。  

↓↑  
【Ｃ】上記の目標を実現するために学生に保障すべき学習経験 
1．子どもたちの成長と発達を促す実践に参加する。  
2．実践と省察を繰り返す専門職的な学習のプロセスを経験する。  
3．教科が成立する根拠や意義，歴史的背景について理解を深め，教科の目的・目標・内容について考えさせる。  
4．教育内容と方法，および人間の学習・発達や教育の理念・歴史・制度に関する理解を統合的に発達させるために，総合
的事例に基づいた事例研究を行う。  

5．カリキュラム・単元・授業・学級集団の運営方法に関して実践的に理解を深めるために，カリキュラム・単元・授業・
教材・活動の開発と提案を行う。  

6．学識を形成し発達の足跡を残していくために，学習個人誌を作成する。  
7．後の世代を育てることを通して発達し，また自身の発達を後の世代に伝えるために，世代継承サイクルを組み込んだ学
習コミュニティを実現する。  

8．民主的な集団活動の運営が求められる協働的実践を行う。  
9．子どもの個別的なニーズを把握し受容的に関わる実践を行う。  

↓↑  
【Ｄ】証拠となる学習成果物 

方向性  内容  

1．自身の実践・学習を組織化する。  
2．物語（ナラティブ・ストーリー）として構成
する。  

3．時間軸を意識し，過去・現在・未来の時間の
流れに自己を位置付ける。  

4．専門職的実践のビジョンを意識する。  

1．過去の自身の学習個人誌  
2．教育実習の記録，各教科および道徳の指導案・教材・子どもの作品  
3．介護等体験の記録  
4．探求ネットワークの報告書  
5．ライフパートナーの報告書  
6．学生からの評価，コメントに関するもの  
7．教職員からの評価，コメントに関するもの  
8．文献・論文リスト  

↓↑  
【Ｅ】学習成果物の評価規準 
1．追究の継続性  専門職としての目標の達成のために，実践研究に十分に継続して従事してきている。  
2．追究の協働性  他者の追究を跡付け，理解し，援助してきている。  
3．追究するテーマの質 重要なテーマを追究し，深い分析を行い，学術的根拠に基づいた説得的な議論を展開できている。
4．視野の広がり  広い視野のもとに自身の追究のテーマを位置付けている。  
5．追究の遂行性  実践と省察をデザインし，実行し，報告している。  

6．追究の重層性  １年時から積み重ねてきた報告群が証拠として含まれ，それらに随時言及しながら，自身の学習
をストーリーとして描いている。  

7．専門職的実践のビジ
ョン  

自身の生涯に渡るライフコースを展望し，個性的な発達を遂げようとしていることがわかる内容
になっている。  
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